
　第3章の基本的理念、第４章の基本方針によって、

首里城公園の在り方が方向づけされているが、第5章

では歴史的風致、土地利用、施設利用について、史実

や歴史的状況、資料情報の有無などの整理を行い計両

条件をとりまとめた。基本計画は、前章までにまとめ

られてきた事項を、景観計画、利用運営計画、土地利

用計画、動線計画、施設配置計画、造成計画、植栽計

画として具体化するものである。

　計画条件の整理では、首里城の歴史的風致の主要要

素の抽出と遠望景観、アプローチ景観、眺望景観の検

討によって、総体としてのすぐれた風致景観の把握を

行った。公園計画では、首里城の往時のたたずまいを

回復することを目指し、以下のように景観計画の方針

を定めた。

(1)首里城の歴史的風致を回復するうえで重要な構成要

　素（優先度特Ａ、Ａ）については、各種調査等を踏

　まえその積極的な整備を図る。

　①首里城を代表する最も優れた構成要素

　　●正殿

　　●御庭

　②首里城の歴史的風致を構成する上で優れた構成要

　　素

　　●城郭（西城郭周辺、東城郭周辺、京の内）

　　●建造物（歓会門・石獅子一対、久慶門､瑞泉門・

　　　龍樋・石碑７基・石獅子一対､継世門、漏刻門、

　　　広福門、奉神門）

　　●建築・広場（北殿、南殿・番所、奉神門、下之

　　　御庭）

　　●御嶽

　　●植生（京の内、首里森御嶽、書院庭園、瑞泉門

　　　周辺）

首里城は、“気をもらさず”と称される“風水”

思想によって生み出された空間となっている。特

に御庭は建物群によって完全に闘まれた閉鎖的空

間として最も重要な空間であった。この空問を形

成するため今後の調査・研究によって上記以外に

も重要な構成要素が確認された場合、これを加

えるものとする。

首里城の骨格を形成する上で必要な構成要素 (優先

度Ｂ) については整備することが望まれるが、今後

の歴史的資料等の調査・研究を踏まえ、利用方策を

も勘案しながら整備の方針について引き続き検討を

行う。

首里城を城外から遠望する城壁景観は、旧世持橋や

県立芸人グラウンド、シマシビラ・記念運動場跡地

等の各地点からの見え方が優れている。中でも旧世

持橋から龍潭を通して正殿や北殿、さらに内外の城

郭が斜面の緑と一体となって見える様は過去に多く

の写真を残しており、したがって、首里城城郭の構

えを意識させる景観の主要な部分として位置づけ

る。

　また、県立芸大グラウンド側では、北城郭が斜面

に見え隠れしながら連続する様が見られ、シマシビ

ラ人口では西のアザナとこれに連続する城郭が際立

つ様に視界に迫り、王城の風格を強く印象づける。

　このような各地点からの見え方を重視し、視界に

入る範囲及びその構成要素、特に城壁と斜面の緑の

一体となった風致は、城郭景観として積極的に整備

する。

歓会門から正殿に至るルートは、アプローチ景観と

して最も優れており、可能な限り史実に即した整備

を図る。

城内からの眺望景観は、東のアザナ、西のアザナ、

正殿、京の内物見、二階殿物見等から優れていたと

思われる。その中でも西のアザナからは、城郭の情

景を始め那覇市街地や東シナ海などの遠方を望むこ

とができ、眺望が展開できるような整備を図る。

首里城内の特徴的な植栽景観は、瑞泉門磴道周辺や

書院庭園に見られる修景的な植栽景観と、京の内か

ら丙のアザナにかけての内郭内部や首里森御嶽に見

られる石灰岩自然植生を基調とした御嶽林に大別で

きる。これらは、首里城の空間機能や土地利用を特

徴づける重要な要素として位置づけ、構成樹種や配

植に十分配慮した整備を図る。
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(3)

(4)
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第 6章 基本計画

 1. 景観計画



特 Ａ Ａ Ｂ

表 示 表 示 名 称 表 示 名 称名 称

（地形・城壁）

城 郭

道

磴　　道

門

建 築

広 場

御 嶽

植 生

眺 望

石 彫 刻

西城郭周辺、東城郭周辺、

京の内

北城郭周辺

南城郭周辺

右掖門・淑順門

美福門、木曳門、白銀門

大手主動線石畳道

御庭浮道　

歓会門、瑞泉門、漏刻門、
広福門、奉神門．継世門、
久慶門

歓会門前石獅ｆ一対、龍樋
瑞泉門前石獅子一対・石碑
七基、寒水川樋川

瑞泉門前、漏刻門前

久慶門前、継世門前

北殿、南殿、番所、

納殿・君誇(奉神門)

下之御庭 後庭

久慶門・淑順門間石畳
継世門・美福門間石畳
左掖門・東のアザナ間石畳
中間・自銀門間石畳

叔順門前、美福門前

日影台、継世門前石碑二基

書院、鎖之間、二階殿

キャウノ内ノ前ノ御ミヤ首里ノ御イベ(首里森)、キャウノ内ノ御嶽、キャウノ内ノ御嶽、キャウノ内ノ御嶽

真玉城ノ御獄、御内原ノマモノ内ノ御嶽、寄内ノ御嶽、アカタ御ジャウノ御嶽

寄内ノミヤカモリノ御イベ、ミモノ内御嶽

西 の ア ザ ナ

京の内、書院南

瑞泉門周辺

東のアザナ、二階殿物見

京の内物見

西のアザナ周辺、南外郭
東のアザナ周辺及び南東側
右掖門北

歓会門城郭、漏刻門城郭

美福門城郭

正 殿

御 庭

建

造

物

建

築

・

広

場
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図-１　景観計画図

表- １　 景観計画図　凡例

■［第１編　公園計画編]



●第６章　基本計画

 2. 土地利用計画

　前章で王朝時代の土地利用状況の整理を行ったが、

公園計画では歴史的風致、景観形成、利用運営に考慮

して土地利用のあり方を11のエリアに分け、その方針

を定めた。

(1)大手城門エリア

(2)下之御庭エリア

歓会門から漏刻門までの変化に富んだ移動空間

は、その景観構成要素である城壁、門、石獅子、

石畳、磴道。冊封使の石碑、龍樋、樹木などに留

意して史実に即した整備を図る。

瑞泉門手前の龍樋は中国より舶来されたもので、

歴史的に重要な石彫刻であり、再び清水が湧き出

るよう城内での導水を検討する。

歓会門や久慶門から淑順門に至る長い斜路は石

畳、樋川、樹木などのきめ細かな歴史的風致構成

要素を考慮し、歩行者の動線としての風致の回復

を図る。

御庭に対する前庭として、さらに、京の内の御嶽

を拝む場所として重要であった下之御庭の整備に

ついては、その歴史的空間機能を十分配慮する。

下之御庭の百里森御嶽は、園比屋武御嶽石門 (28

ページ参照)と同様の建造物であったと思われる。

下之御庭の歴史的風致を構成する重要な要素であ

るので、十分な調査・研究を踏まえその整備につ

いて検討する。

下之御庭は各方面へ展開する位置にあり、円滑な

公園利用が行えるよう施設整備を図る。

奉神門の階段を昇り、御庭へ入ろうとするときに

正殿が浮き立つように見える景観の展開を重視す

る。

御庭は、建物群によって囲まれた閉鎖的な儀式空

間であり、広場と建物が空間的に一体となった利

用方策を講じる。

北殿、南殿・番所等は、艇示空間やホールなどと

しての利用方策を講じる。

復元される正殿は建物自体が展示物と言える。建

物内の往時の様子が、より具体的に理解できるよ

うな計画を行う。

御庭で繰り広げられた多くの式典や儀式の中か

ら、首里城の歴史・文化を象徴するものや、伝統

芸能、またそれらを基に各種の交流が図れるよう

な行事を御庭や北殿で行うなど、魅力度の高い施

設整備を図る。

彫刻物やその他の建造物など、御庭の歴史的風致

景観構成要素については十分な調査・研究を踏ま

え、その整備について検討する。

東のアザナからの眺望は、白銀門や正殿など、周

辺と一体となった眺望景観に配慮する。

正殿の背後地については、休養や散策などに留意

し、植栽計画と一体となった園地整備を図る。

正殿・御庭エリアと一体となって在里城の特徴あ

る景観を呈し、正殿や南殿・番所に連続する王の

執務室や住居等があったこのエリアは、南殿・番

所と併せ首里王府や首里城に関連した歴史的な状

況の展示のための空間として位置づけ、十分な調

査・研究等を踏まえてその利用計画を検討する。

二階殿西の苅銘御嶽の保全・整備を図り、書院と

鎖之間の庭園は十分な調査・研究を踏まえその整

備を検討する。

京の内物見からは、三箇の町並や南部地域一帯の

展望が開けるような城壁などの整備を図る。

久慶門から東のアザナまで蛇行しながら連なる城

壁は、旧世持橋や県立芸大グラウンドの場所から

壮大な景観として遠望された。このエリアは王城

としての尊厳さを取り戻すよう、現況地形に留意

した城壁や樹林の整備によって歴史的風致の回復

を図る。

外郭周遊動線や広場としての園地利用を考慮した

植栽整備、園路整備を図る。

地区東端の東のアザナは城内で最も高い位置にあ

①

②

③

①

②

③

①

②

③

④

①

①

②

③

②

①

①

②

⑥

⑤

(4)御内原エリア

(5)書院・二階殿エリア

(6)北城郭エリア

(7)東のアザナエリア

(3)御庭エリア
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南城郭エリア

下之御庭エリア

御庭エリア
御内原エリア

継世門,美福門エリア

東のアザナエリア

書院,二階殿エリア
京の内エリア

北城壁エリア
大手城門エリア

西のアザナと西城郭エリア

県立芸術大学

円覚寺跡

御 庭
前之御庭

広福門

京の内

御嶽林

南殿番所

書院

南外郭

二階殿

物見

物見

広場

東のアザナ

北外郭

北殿

正殿

冊封使の碑木曳門

西のアザナ

金城町石畳

県立芸術大学

天女橋

弁財天堂

ハンタン山

龍潭

龍淵橋

歓会門

守礼門
綾門大道

総門

放生池

放生橋

円鑑池 

城西小学校

園比屋武御獄

広場

緑陰広場

緑陰広場

図一１　土地利用計画エリア区分図

■［第１編　公園計画編]

(8)継世門・美福門エリア

(9)南城郭エリア

(10)京の内エリア

(11)西のアザナと西城郭エリア

②

③

④

②

②

②

③

①

①

①

②

①

り、これに連続する城壁はその特徴的な形態を重

視し、首里城内外を眺望する展望地として位置づ

ける。

旧国宝指定を受けた白銀門は、十分な調査・研究

等を踏まえその整備を検討する。

寝廟殿のあった区域は、壮厳な雰囲気がかもし出

せるような石積と樹林などの整備を図る。

県立芸大グラウンド入口や崎山町側から眺望でき

る雄大な城郭景観を重視した整備を図る。

継世門から城内中心部に至る変化に富んだ歴史的

風致を回復するため、現在の地形に留意した城壁

の整備や景観構成要素である城門、石碑などにつ

いて十分な調査・研究等を踏まえ、その整備を検

討する。

継世門前からの壮大な城郭景観が望めるような石

積の整備を図る。

継世門から京の内への外郭城壁は、首里城南側か

らの城壁と樹林が一体となった城郭景観として重

要である。城壁の規模などを考慮した整備を図る。

スムーズな公園管理に配慮した管理動線を確保す

る。

城内の祭祀の中心である京の内は、かつて多くの

御嶽があった場所で、ここは首里城ゆかりの地と

しての十分な調査・研究を踏まえ、その整備のあ

り方を検討する。

京の内南側の外郭にあった京の内物見は、城内外

を眺望する展望地として整備を図る。

西のアザナから西側への展望を確保するため、歓

会門や木曵門と連続した城壁を整備する。

西のアザナから見える眺望景観や正殿を中心とし

た建物群の景観を重視した周辺の園地整備を図

る。

シマシビラ人口や守礼門付近から望まれる城壁景

観は、首里城の城の構えを最初に印象づける重要

な要素であり、この景観を重視した城壁の整備を

図る。
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歓会門城壁

歓会門

木曳門

西のアザナ

下之御庭

御庭
正殿

二階殿物見

美福門城壁

継世門

東のアザナ

漏刻門城壁

京の内物見

図一１　動線計画図

大手主動線

主要動線

周遊動線

管理動線

管理範囲

眺望地点

広場
　・滞留地点

[主要動線]

（1）

（2）

（3）

（1）

（2）

（4）

 3. 動線計画

1)歩行者動線

●第６章　基本計画

2) 管理動線

3) 展示施設と動線（次ページ参照）

　首里城内の主要施設へは、歓会門、久慶門、継世門

の３つの門を出入口として導かれ、これらの門は人々

の位の違いによって利用が規定されていた。さらに、

城内での普請の際には木曵門が使用された。

　公園計画では、往時の城内動線に考慮しつつ利用者

の入込みや園内順路を検討し、以下のように動線計両

の方針を定めた。

綾門大道より守礼門を通って歓会門へ至り、さら

に瑞泉門、漏刻門、広福門、奉神門から御庭、正

殿へ至るルートは、首里城の大手主動線である。

石積、門、磴道、石彫刻などは城内への臨場感あ

ふれる移動空間を形成しており、公園計画では最

も重要な主動線として位置づけ、可能な限り史実

に近い整備を図る。〔大手主動線〕

団体で短時間に見学する観光利用は、大手主動線

から主要施設の見学の後、動線の交差を避ける退

園ルートによって円滑な城内移動を図る。

久慶門、継世門、木曳門からの人園動線は、城の

北側、西側、南側からの利用に対応し、また団体

利用時の退園ルートとして大手主動線を補完する。

地域住民や時間をかけて見学する入園者が、城郭

の主要な場所を自由に巡れるような変化に富んだ

ルートをきめ細かく設定する。〔周遊動線〕

公園利用に伴う園内パトロール、ごみ収集、販売

物や物品搬入、施設維持管理等のために管理車や

緊急車の進入動線を確保する。〔管理動線〕

首里城は起伏に富んだ地形に城郭や建物が高密度

で配置されているため、管理車の城内一周は困難

である。そこで、管理範囲を分け御庭ゾーンから

西側は木曳門から、東側は継世門に連なる城郭か

ら管理車が進入できるルートを確保する。

　前述の歩行者動線や展示施設の位置、展示テーマ等

を基に公園全体の動線計画を行った。ルートは主要な

施設について回遊できる基本ルートと、国営公園区域

内での眺望地点を主体とした選択ルートに区分した

（図 - 1）。さらに、時間的制約をもつ入園者のため

の短縮回遊ルートを設定した。（図 - 2）
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■［第１編　公園計画編]

図 - 1     ルート設定図

凡 例

国営公園区域

県営公園区域

主要施設

歴史的建築物等

眺望地点

公園人口

公園基本ルー ト

選択ルー ト

凡 例

国営公園区域

県営公園区域

①

② ③

④
⑤

⑥

⑨
⑧

⑩

⑮
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⑰

図 - 2     主要施設短縮回遊ルート
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県立芸術大学
龍潭

龍淵橋

ハンタン山

総門

放生池

放生橋

円覚寺跡

県立芸術大学

広場 北外郭

緑陰広場

御内原

白銀門

東のアザナ

広場

継世門
二階殿

美福門

正殿

黄金御殿

物見

近習詰所
番所 南殿

書院

南外郭

鎖之間

庭園
物見

京の内
御嶽林

下之御庭

広福門

捧神門

緑陰広場

瑞泉門

冊封使の碑

漏刻門

西のアザナ

木曳門

歓会門

円鑑池

弁財天堂
天女橋

城西小学校

守礼門

園比屋武御獄

内郭

北殿

御 庭

右掖門 淑順門

久慶門

龍樋

 4. 施設配置計画

●第６章　基本計画

（1）

（2）

景観計画、土地利用計画、動線計画の各観点で提

案した主要施設について、その配置を施設一覧に 

まとめると表－１の通りである。

表－１の主要施設以外に、公園全体には散策や管

理用の園路､休憩舎やベンチなどの休養施設､売店、

便所や水飲みなどの便益施設、供給処理施設、管

理施設などを配置する。各施設は、首里城の歴史

的風致を十分考慮した形態、色彩、素材を持つも

のとする。

エリア名称 施 設 名 称

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

大手城門エリア

下之御庭エリア

御庭エリア

御内原エリア

書院、二階殿エリア

北城郭エリア

東のアザナエリア

継世門、美福門エリア

南城郭エリア

京の内エリア

西のアザナと西城郭エリア

表 - 1　 施設一覧

瑞泉門、漏刻門、歓会門石獅子（１対）、瑞泉門石獅子（１対）、各城門を結ぶ石畳園路及び磴道（瑞
泉門、漏刻門）、龍樋、石碑（７基）、内郭城壁石畳及び磚瓦道

内郭城壁、下之御庭（広場）

正殿、北殿、南殿･番所、奉神門（以上展示室）、磚瓦敷き園路、御庭（舗装広場）

芝広場、園路、内郭城壁

庭園、広場、内郭城壁、物見（展望台）

芝広場（２か所）、園路

白銀門、東のアザナ（展望台）、内郭城壁

園路及び階段２基、管理園路

園路及び管理園路

内郭城壁、物見（展望台）

西のアザナ（展望台）、園路、林間広場、管理園路

図一１　 施設配置計画図



①歴史・ 文化を伝え る 資料について研究展示

②国際交流に関わる行事及び古典芸能についての文化

　 の継承

③復元整備する建築物について、 本来の目的用途を勘

　 案した利用

④歴史・ 文化・ 芸術について、 今後に継承・ 発展させ

　 る情報発信基地的な あ り 方

⑤首里城を中心 と して周辺のコ ミ ュ ニ テ ィ ー における

　 歴史・ 文化等に特化し た イ ベ ン ト

　首里城公園は沖縄固有の歴史・ 文化に関わる公園で

あり、 県民の文化活動やレク リエーショ ン活動、 地域

コミ ュ ニ テ ィ ーの一助と なる機能を有し、 かつ現在ま

で継承された伝統技術や芸能、 及びそれらを基にした

各種交流が図れる よ う な魅力度の高い企両運営を 行う

事と し、 基本方針を設定し た。

2） 展示計画

■展示計両の考え方

・沖縄における歴史・　文化の内、 琉球王朝に特化し た

　展示を 行 う。

・歴史的風致景観は、 文化財などの建造物と と もに展

　示物である。

・展示については、 往時をしのばせる演出を行い、 臨

　場感のある も の と す る 。

　　以上の基本的事項を定め、 展示計画を行 う も の と

　する。 なお、 詳細の計画については ［第 ２ 編 ］ 第 8

　章の特定公園施設の中で展示計画を示す。

3）　イベント計画

　 本公園におけるイ ベ ン ト は 、 利用者と県民及び地元

住民の交流が図れ、 その文化・ 芸術に対する 理解を高

め る こ と に 大 き な 意義 が あ り 、 単 に利用促進を目的と

し たイ ベ ン ト は行われるべ き で はないと考える。

　 ま た、 本公園は大イベ ン ト に供するオープンスペー

スが少ないことや、 季節的、 時間的に観光客等の集中

利用が予想されるため、イベン トの開催時間、 場所な

どには十分な配慮が必要である。

（1）イベン トの目的と内容

　 ・琉球文化・ 芸術の知名度の向上

　 ・文化の継承 （技術）

1） 利用運営の基本方針

5 . 利用運営計画

■ ［第１編　 公園計画編］

　　・知識の交換 （情報）

　　・賑わいづく り

　　・国際交流の推進

　 本公園で行われる イ ベ ン ト は 、 次のよ う な内容を持

つ も の を企画するこ と とする。

・歴史 ・文化 ・ 芸術において今後に継承・ 発展させ

　てゆ く も の で 、またそのような行為を行う人々の

　参加が可能なもの

・利用者各層にとって魅力があり、 歴史 ・ 文化・ 芸

　能に興味を深めさせる内容を持つもの

・首里城を中心 と し て周辺コ ミ ュ ニ テ ィ ー における

　歴史・ 文化 ・ 芸術に特化 したイ ベ ント

・公園開園前を含めて、 施設の復元整備に関わる事

　項で、 記念性及び話題性の高いもの

・中国を始め、 琉球王朝と 関係の深い国々との国際

　交流が図れる行事及び古典芸能など

（2）イベン トの種類

①日常的に行われるイ ベ ン ト

②特別に行われるイ ベ ント

　ある時間帯を設定して毎日行 う イ ベ ン ト で 、 利用

者に対する一種のホ ス ピ タ リ テ ィ ー と して行われ

る。 本公園では史実に基づいた日常儀式や城内の習

慣 （漏刻門の時刻の鐘） な どをイベ ン ト 化した り、

週の時間帯のなかで､首里にゆか り の ある 民俗芸能、

武芸、 遊戯など県民の参加性の強いイ ベ ン ト も考え

ら れる。

　 史実に基づき、 専門家によって 演 じ ら れる芸術性

の高いイベン ト である。  本公園では  「御冠船踊」 の

他、 14世紀末、  中国人が帰化し た時に携え て来た

　「 打花鼓 」 や、  国際交流を図る 琉球ゆか り の諸外

国の民俗芸能など も考えられる。

ウカンシンおどり

（3）イベン トの時期 （特別に行われるイ ベ ント）

　特別イ ベ ン ト を行 う時期については、 往時の祭事時

期や海洋博覧会地区のイ ベ ン ト 、 及び県内の著名な祭

り な どを考慮して、 沖縄を紹介する強い効果を狙 う こ

と が重要である。 また 2 月、  3 月、  11月の来訪率の高

い時期、  7 月、  8 月の来訪率の低い時期について も検

討す る必要が ある。

タ － フ ァ ー ク ー

　［現在行われている主なイ ベ ン ト は、 「首里城迎春の宴」　（1 月）、

　「首里城公園子供まつ り」　（４月）、 「首里城夏まつり」　（8 月）、 「首

里城祭」 （11月）  などである｡ ］
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4) 映像計画

(1)映像展示の目的

①映像の持つ特性を生かし、 琉球王朝の歴史　・ 文化の

　 芸術性を利用者に強く伝達する。

②単なる展示と してではな く、 広報 ・ 学術資料など、

　多目的な利用に資するこ と とする。

③往時の状況を再現する ものと しての情報の確実性を

　 生かすと と もに、利用者に対 して公園全体の中で変

　 化をつく り だすポイン ト とする。

(2)映像化による多目的利用について

①展示物と しての交流

　 近年は画像その ものを他の施設に貸した り して 施

設問の交流を生むこ と が行われている。

②広報媒体と して

　 映像物は対象者に強い感動を起こ し、 説得力のあ

る メ デ ィ アである と 言われて いる。  それを広報媒体

と して活用し、 利用促進等に資する こ と が考え られ

る。

③教育資材と して

　 本公園において、 琉球王朝の歴史 ・ 文化を正し く

伝え る こ と は大切な機能で あ る 。青少年の学習の場

と し ての機能を高め る意味で も映像によ る伝達手段

は有効であり、 例えば修学旅行の学生への事前のオ

リ エ ンテ ーショ ン などに利用さ れ る こ と も考え ら れ

る。

　[現在、 映像展示は北殿で行われてお り、 正殿の建設の記録や建物

　  の特徴などを Ｖ Ｔ Ｒ で紹介している｡ ]

5）  広報計画

■本公園における広報計画のあり方

　 第 4 章の基本方針で 掲げた　〔歴史 ・ 文化の拠点〕、

　〔新たな文化の創造及び学習の場〕  と して本公園を活

用し て い く た めには、 本公園の理念が持つ深い構造を

Ｐ Ｒ し、 利用者に対してその内容を理解さ せ る必要が

ある。

　 本公園は国営と 名の つく 通り、　一般企業などが行う

注意喚起のみのキャッ チフ レーズや、 多大な媒体費用

を要 する広報は行えないが、 “情報”　に対する 社会的

要請の変化に対応した新たな広報のあ り方を検討する

必要がある。　こ こ に本公園の行う べ き 広報の視点につ

いて整理する。

(1)豊かな表現力

従来の官公庁の広報がその表現力の乏 しさから、 大

半は目的を達成していないことを反省し、 公園広報の

専門ク リエーター、デザイナーを育てる必要がある。

特に本公園のもつ特色を色彩、 こ と ば 、形な ど を通じ

て豊かに表現していく こ と が必要である。

(2)ターゲットの適確な把握

  利用者の目的や希望などを常に把握し、  その変化に

も十分留意する。両一的な広報活動で な く 、各々のター

ゲッ トに合わせた広報の内容 ・ 手段等を選択し、 適確

な広報を行 う 必要が あ る 。 特に首里城の歴史 ・ 文化に

興味を も つ 、 あ るいは研究 している利用者に対しては

よ り 詳細な情報をもつ広報を検討する。

(3)地域社会と密着した活動

　　 〔地方の時代〕 が叫ばれている よ う に 、 最近はます

ます地域性が重視さ れ て き た 。 特に本公園のもつ地域

性は極めて重要で あ り 、  注目さ れ る と こ ろ で あ る 。 広

報も地域の生活、 土地の気候、 風土、 習慣に根ざ し た

計画や製作活動をすべきである。

　 本公園の理念を利用者に理解 して も ら い 、 効果的な

利用を図 るためには、 従来公共で行われてきた一方的

な広報ではこの目的を達成する こ とはできない。 常に

移り変わる社会の要請を敏感に捉え、 創造的な広報計

画を展開しなければ利用者にとって魅力ある公園と は

なり難い。

　 今後、 実際に本公園で広報  (広告)   の計両を策定す

るにあたっては、 きめ細かなターゲ ッ ト の選択、 表現

と 技術の検討、 タ イ ム リ ーな訴求を行っていく必要が

ある。

6)  サービス計画

(1)解説員・演示員の配置

　展示場では利用者に解説員が直接解説す る こ と が望

ま しい。

　地元の歴史愛好家や郷土史家に依頼し た り 、 新たな

人材育成を行 う な ど 、 積極的に人材の確保を図ってゆ

く必要がある。

(2)インフォメーションサービス

　 パ ン フ レ ッ ト 、  リ ー フ レ ッ ト の配布、 案内員に よ る

情報提供を 行 う 。 特に 本公園 と 関連の あ る県内の歴

史 ・ 文化施設の情報提供も積極的に行う。

（3）セミナー、体験学習等の開催

　 各種セ ミ ナ ー 、実演、 体験学習を開催する。 特に、

沖縄の文化を積極的に学びたい、 あるいは研究したい

人々に対 しては 〔友の会〕　を設置 して、 恒常的にこの

●第６章 　基本計画

77



■ ［第１編　 公園計画編］

よ う な活動に参加してもらい、その研究成果を発表す

る機会を与えるなどの方法がある。

(4)コスチュームの着衣

　解説員、総合休憩所の販売員が琉装 (紅型) によっ

てサービスする こ と を検討する。

び ん が た

(5)身障者のためのプログラ ム

　 身障者には木曳門からのアクセスルートが用意され

る。 御庭廻りの建物には、 建物に付帯した昇降 リ フ ト

を用いるか、 係員によ る幇助によ り入る こ と と す る 。

弱視の人、 さらに難聴者に対して も配慮する。

ほ う じ ょ

(6)利用者の救護

     急病人や怪我人への救護活動は、 監視員、 巡回員に

よって行 う。

7)  管理計両

(1)層理項目の抽出

　 本公園の管理は運営管理と 維持管理の 2 つに大別で

き る。 運営管理については、 歴史 ・ 文化を伝える展示

が重要であり、 これを支える資料の調査・ 収集を含め

た展示業務が大きな比重を占めるこ とになる。

　 維持管理については、 復元整備される 各施設が沖縄

を代表する歴史・ 文化資料であ り、 その維持・管理、

と り わけ防災管理は極めて重要な項目である。

(2)管理体制について

　 本公園の管理体制が運営管理と維持管理に大別され

る こ と は前述の通り である。

　 総務・経理、 施設の入場管理、 植栽・ 施設管理など

は国と県がそれぞれ個別に行い、企両、広報、 利用指

導・ 案内、 展示に関する業務な どは利用運営上、 両者

が一体的に管理する こ と が必要である。

(3)特別管理区域の設定

   御庭エ リ アは正殿が復元されるなど、 重要な区域と

して位置づけられる。 したがって、 この区域は次に示

す理由によ り特別な管理が必要である。

①資源の質の保全

②歴史的風致の保全

　　歴史・文化資源の保全のため､ 過度な利用を制限し、

その資源の質の継承を図る。

    往時の雰囲気を可能な限り維持するため、 適正な利

用を図りつつ、 歴史的風致を保全する。

③資源の防災上の保全

　防災・防犯上の観点から監視の行いやすいシステム

と 設備を設置し、 利用上の制限を加えて資源の保全を
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図る。

（4）情報管理について

　 本公園は琉球王朝に関わる歴史・ 文化の中心的施設

と して今後機能し てゆ く こ と か ら 、資料の収集 ・ 整

理 ・ 保存などは極めて重要な課題である と言える。

　 また、 本公園は沖縄における文化活動の重要な拠点

の一つと し て活用され、 県内の歴史・ 文化施設と の交

流、 琉球王朝と関わ り のあった国々と の国際交流など

の情報コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ンや、 公園利用における各種

案内などの情報提供など、 幅広い分野にわたる情報の

収集・ 整理な どの情報管理が必要である。

（5）利用時間の検討

　 本公園では以下に示す理由によ り、 夜間利用の検討

が必要である。

①首里城内で行われるイ ベ ン ト は 、往時の環境を維

　 持する意味から夜間の利用も考えられる。

②那覇市内や首里城周辺には夜景を楽しむことので

　　きる園地が少ないことから、開園後は夜間利用の

　　希望が予想される。

③本公園の利用者は県外から多く 見込まれ、それら

　　の多 くは那覇市内に滞在するため、 夜間利用に対

　　して も比較的容易である。

　［国営公園区域の現在の開園、 開館時間等は下記の通り］

　  ■有料区域　 夏期  （3月～ 11月）  9:00～18:00

　　　　　　           冬期 （12月～ 2月）   9:00～17:30

　  ■無料区域　 夏季  （3月～ 11月）   8 :  30～18 :  30

　　　　　　           冬季 （12月～ 2月）    8:   30～18 :  00

　 ■ 年中無休    （維持管理のため、臨時に休園日を設ける こ とがある）

　 ■ 夜間利用　 国営公園区域内では平常は夜間利用は行っていない。



旧琉球大学スタンド周辺

寒水・  右掖門間の石畳及び内郭城壁周辺

瑞泉門・
　 漏刻門周辺

旧琉球大学正門周辺

正殿周辺

西のアザナ、 南殿南側間の内部城壁周辺

東のアザナ南側斜面

継世門両側外郭城壁周辺

京の内、 南殿間周辺

北側内郭城壁周辺

10 m

2 m

10 m

2 m

1945～1950年頃
の等高線

1984年の等高線

盛土と思われる

地域

改変の少なかっ
たと思われる地
域

切土と思われる
地域

126

120

Ｂ

Ｂ

Ｈ

100

100

Ｇ

Ｅ

Ｄ

125

120

Ｅ

130

135

Ａ

Ａ

Ｃ

100

Ｈ

Ｇ

120

D

ｃ

この図は現況地形図（那覇市作成、1/500メートル）に
終戦直後の地形図（米軍作成、1/4,800　フ ィ ー ト ）と旧
首里城配置図をラップして作成した。図面の縮尺や
精度制度の違いによ り、判断が困難な地形もあるが往事の
地形を検討、 推定する判断材料として利用した。

注：

　 本地区の地形は、 明治以降の小学校建設による小規

模な敷地造成と戦禍による破壊、 さ ら に琉球大学の建

設によ る 大規模な敷地造成に よ り 、 本来の地形が失わ

れている。 公園計両においては、 歴史的な地形の再現

を基本 と し た敷地造成計画を図る。

1)　戦禍や琉球大学の建設工事によ る 破壊を逃れて現

　　存する城壁や、 埋蔵 して いる と思われる 城壁の根

　　石などについては位置確認調査を行い、 重要な場

　　所については旧位置を踏襲する。

　　 [想定さ れるエリア ]

　　   ・正殿周辺 

　　   ・西のアザナ、 南殿南側間の内郭城壁周辺

　　   ・瑞泉門・ 漏刻門周辺

　　   ・北側内郭城壁周辺

　　   ・旧琉球大学正門周辺

　　   ・継世門両側外郭城壁周辺

地形の改変が大 き く、 遺構などの位置確認が困難

な場所について は、 眺望景観や土地利用の方針な

どに沿った敷地造成を図る。

[想定さ れるエリ ア]

  ・ 旧琉球大学ス タ ン ド周辺

  ・ 東のアザナ南側斜面

  ・ 寒水、 右掖門間の石畳及び内郭城壁周辺

  ・ 京の内、 南殿間周辺

2)

スンガー

3) 旧首里城の城郭整備は、 石灰岩台地の特性を生か

 した総合的な貯水計画であった と 言われている。

公園計画の造成排水については歴史的な技術の活  

用を検討する。

琉球大学の土地利用に よ り 改変された地質や水

系の現況把握と歴史的土木技術の調査を行い、

その実態を把握する。

雨水の浸透や地下貯留を考慮 した基盤造成を検

討し、 歴史的土木技術の活用を図る。

・

・

●第６章 　基本計画

6.　 造成計画

図一１　  地形検討図
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地形の改変は小さい。

東のアザナは眺望が可

能な高さ の 確保を図る

琉大建設によって盛土

さ れた。 景観形成上本

来の地盤の回復を図る

眺望が可能な

高さの確保
琉大建設によ っ て盛土

さ れた が、 公園的土地

利用、 歴史性を検討し

た造成を図る 必要があ

る。

大き な改変は受けて
いない。 現況地盤を

基本と し た 造成 を図

る。

戦災に よ り 城壁が崩壊し

たが、 根石の残存してい

る 可能性がある。 遺構確

認後、 本来の地盤の回復

を 図 る 。

外郭城壁整備を図 るため

には安定 し た地盤整備 を

図 る必要がある。

戦災直後、 城壁の崩壊

に よ り 盛土 と な っ た 地

盤は、 琉大建設によっ

て 敷地造成された。 現

況地形 を基本と した造

成 を図る。 琉大建設に よ っ て盛土 され

た地盤。 本来の地盤高への

回復を図る。

戦後盛土と なった 場所

で、 遺構の確認後、 本

来の地盤回復を図る。

戦禍で切土された

地盤。 城壁整備を

図 るため本来の地

盤の回復を図る。

琉大建設によっ て盛土

さ れた地盤。管理園路

の整備が図れる勾配を

確保する。

琉大建設によっ て切土

さ れた地盤。 番所整備

のため旧地盤への回復

を図る。

内郭城壁と 石畳園路の整備を

図 るため、 本来の地形の回復

を 図る必要がある。 園路は主

園路と なる勾配の確保を図る

旧城壁が残存している

可能性があ り、 こ れを

踏襲した造成を図る。

凡 例

計画地形（案）

盛土計画

切土計画

城壁計画

旧城壁が残存しており、
これを踏襲した造成を図
る。

寒川から右掖門への
石畳斜路は改変が大
き い。 主要園路と な
り う る造成を図る。

戦災直後、 城壁の崩壊によ
り 切土と なっ た地盤は、琉
大建設によって盛土造成さ
れた。 根石の残存している
可能性も あ り、 可能な限り
旧地盤を踏襲した造成を図
る。

琉大建設によって
盛土された。 奉神
門基壇根石の残存
する可能性が大き
いので、 可能な限
り 旧地盤を踏襲し
た造成を図る。

明治時代の小学校建設、
戦後の琉大建設によって
改変を受けた。 可能な限
り 自然地盤への回復を図
る。

整備済み

戦災及び琉大建設によって
複雑に盛土、 切土され、 ま
た階段、 擁壁な どが整備さ
れている。 本来の地盤の回
復を図る。
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明治時代の小学校建設、
戦後の琉大建設によって
改変を受けた。 可能な限
り 自然地盤への回復 を図
る。

■ ［第１編　 公園計画編］

図一１　　造成計画断面図
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散 生 林 型
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7.　 植栽計画　

１ )  植栽計画の方針

　(1)  歴史的風致を回復するための特徴的な植栽

　(2)  石灰岩を基盤と した自然植生の回復

　(3)  現況植生の保全と撤去

　(1)  大手城門エ リ ア

　(2)  下之御庭エリア

　(3)  御庭エリア

　(4)  御内原エリア

　(5)  書院 ・二階殿エリア

　(6)  北城郭エリア

　(7)  東のアザナエリア

　(8)  継世門・ 美福門エリア

　(9)  南城郭エリア

⑽京の内エリア

⑾西のアザナと西城郭エリア

⑴密生林型 ：

⑵疎生林型 ：

⑶散生林型 ：

原則的に多林層で高木類の樹冠に連担

している もの。

原則的に単層林で高木類の樹冠に空隙

があり、 空がすけてみえる もの。

原則的に単木または組みとなった樹木

が一単位と な り、 個々に散在しているもの。

　・ 眺望景観を考慮した修景木の植栽

　・ 林間広場を形成する緑陰木の植栽

・ 石灰岩植生の樹種を基本と した御嶽森の再生

・ 佐敷殿跡は芝生広場

　・西側は石灰岩植生の樹種を基本と した現況植生

    の保存、 東側は修景木植栽

・ 外郭沿い は石灰岩植生の樹種を 基本と した灌  

木、 中木 (幼木) 植栽

・ 内郭沿いは石灰岩植生の樹種を主体と した修景

木の植栽

・ 西側広場は石灰岩植生の樹種を基本と した現況

植生の保存と林間広場を形成する緑陰木の植栽　 資料な ど よ り 判明した首里城の特徴ある景観を

生み出している植生空間は、 可能な限り史実に近

い再生を図る。

　 首里城の丘陵部は琉球石灰岩を基盤と し た自然

植生である。 外郭沿いの傾斜地及び稜線を形成す

る傾斜面では石灰岩植生の自然林を目標と し、 そ

の立地に適合した永続性のある緑の回復、 育成を

図る。

　 戦後琉球大学の土地利用によっ て、 現況には建

物周辺などに多種多様な植栽が行われた。 自然植

生の構成種ではないが戦前に植栽されているこ と

が判明している種 も あ る 。 これらについては、 今

後の計画に支障がない限 り 保全活用を図る。ま た、

計画上現在の植栽地に残すこ と が困難な場合には

移植や再利用を検討する。

　 なお、 戦前に見られなかった樹種は本来の首里

城の景観構成樹種とは異なるものであり、 移植撤

去を基本とする。

2 )  エ リ ア別植栽計画

・ 瑞泉門前の東西両側の城壁沿いは ソ テ ツ を主体

と し た修景木の植栽

・ 周辺エリアの植栽で囲まれた空間 と し、 西側は

西のアザナと西城郭エリアが一体と な った植栽

・ 御庭への植栽は行わず、 北殿北側は外から の眺

望を考慮 した植栽

 ・芝生広場の整備 と広場周辺への修景木、 緑陰木

の植栽

・ 露出した石灰岩を石庭園に見立て た ソテツや松

の植栽

・ 寒水川から右掖門にかけての支壁沿いはアカ ギ

を主体と し た高木植栽

3 ） 　植栽密度
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図 - 1  　植栽計画断面図
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